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表 4-20 金融上の支援措置 

事業名 事業概要 措置内容 措置期間 
公共施設等の適

正管理に係る 
地方財政措置 
（公共施設等適

正管理推進事業

債） 

公共施設等総合管理計画に基づ

き実施される事業であって、 
(1)個別施設計画に位置付けられ

た公共施設等の集約化・複合化

事業 
(2)立地適正化計画に基づく地方

単独事業 
等に対し、元利金の償還に対し

地方交付税措置のある地方債措

置等を講じる。 
※令和４年度においては、令和

８年度まで５年間事業期間を延

長するとともに、対象事業に新

たに「脱炭素化事業」等を追加。 

＜集約化・複合化事

業＞ 
充当率 90％、交付税

算入率 50％ 
＜転用事業、立地適

正化事業、脱炭素化

事業＞ 
充当率 90％、交付税

算入率 30％～50％
等 

令和８年度まで 
（脱炭素化事業に

ついては令和７年

度まで） 

まち再生出資 立地適正化計画に記載された都

市機能誘導区域内における都市

開発事業（誘導施設又は誘導施

設の利用者の利便の増進に寄与

する施設を有する建築物の整

備）であって、国土交通大臣認定

を受けた事業に対し、（一財）民

間都市開発推進機構（民都機構）

が出資を実施するもの。 

都市機能誘導区域内 ― 

フラット３５地

域連携型（住宅

金融支援機構に

よる支援） 

居住誘導区域内における新築住

宅・既存住宅の建設・購入に対

し、住宅ローン（フラット３５）

の金利引下げ（  当初５年間、

0.25％引下げ）。 

居住誘導区域内 ― 

ウォーカブル※

推進税制（一体

型滞在快適性等

向上事業を実施

した場合の課税

の特例） 

都市再生整備計画に位置付けら

れ、市実施事業と一体的に実施

される滞在快適性等向上施設等

の整備に対して、事業実施主体

を対象に課税の特例を受けられ

るもの。 

民地のオープンスペ

ース※化等に係る固

定資産税・都市計画

税の課税標準を 1/2
に軽減 

5 年間 
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 防災指針の目的と位置付け等

防災指針とは

近年、全国の都市では局地的豪雨などの自然災害が頻発しており、人的被害及び経済被害が発生し

ています。特に、洪水や土砂災害などは頻発・激甚化の傾向を見せており、今後の気候変動などの環境

変化によって更なる被害の拡大が懸念されています。 
これらの大規模自然災害においても、防災まちづくりとコンパクトシティの取組を進める観点から、

改正都市再生特別措置法※（令和 2 年 9 月施行）では、防災指針が立地適正化計画の記載事項として位

置付けられました。 
本市では、東日本大震災※以降、防災環境都市※を目指し、都市の強靭化や防災力の向上に資する施

策を展開してきました。本市における防災・減災の考えを踏まえつつ、本計画においても、居住誘導区

域及び都市機能誘導区域の防災対策、安全確保策に取り組む防災指針を定めることで、計画的かつ着

実な防災・減災対策を推進していきます。 
 

検討すべき事項

防災指針の検討にあたっては、本市が抱える防災上の課題を明確にしたうえで、ハード・ソフトの両

面から防災対策・安全確保策に取り組む観点から、以下の流れにより検討を行います。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-1 防災指針の検討フロー 

  

居住誘導区域等における災害リスク分析と防災・減災

まちづくりに向けた課題の抽出 

防災指針の検討

防災まちづくりの将来像、取組方針の検討

具体的な取組、スケジュール、目標値の検討 
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 ハザード情報等の収集・整理

本市において想定される災害リスクの整理

本市の居住誘導区域において、将来にわたり安全・安心な居住を確保する観点から作成する防災指

針では、居住誘導区域の設定にあたり分析した災害リスクのほか、東日本大震災※、令和元年東日本台

風等、本市が経験した様々な災害情報を収集・整理します。 
なお、居住誘導区域の設定にあたっては、災害リスクの高い“災害レッドゾーン”は含んでいません

が、“災害イエローゾーン”のうち土砂災害警戒区域※については、災害リスク等を総合的に勘案した

結果、一部を居住誘導区域に含めないこととし、洪水浸水想定区域※については、各河川流域で想定さ

れる 30 年～150 年に一度の降雨規模（計画規模降雨：L1※）による浸水深が３ｍ以上となる区域につ

いては、居住誘導区域に含めないこととしています。 
 

表 5-1 立地適正化計画において取扱う災害リスク 
災災害害のの

種種類類
災災害害リリススクク情情報報

都都市市計計画画

運運用用指指針針

居居住住誘誘導導区区域域

のの取取扱扱いい

情情報報ををままととめめたた

ハハザザーードドママッッププ等等

地震

地震ハザードマップ

（揺れやすさ）

－ － 

地震ハザードマップ

（仙台市） 地震ハザードマップ

（液状化予想）

宅地造成履歴等情報マップ
宅地造成履歴等情報

マップ（仙台市） 

津波

東日本大震災時

の津波シミュレーション
－ 災害危険区域※は居

住誘導区域から除外 
仙台市震災復興計画

参考資料 

津波防災地域づくりに

関する法律に基づく

津波浸水想定

 本市において津波災

害特別警戒区域※の

指定はなし 宮城県が同法により

公表した津波浸水想

定  本市において津波災

害警戒区域※の指定

はなし 

外水

氾濫

洪水浸水想定区域
（計画規模降雨： ）

 浸水深３ｍ以上は居

住誘導区域から除外 
水防法に基づき国土

交通省及び宮城県が

公表する洪水浸水想

定区域図 
洪水浸水想定区域

（想定最大規模： ※）

 
－ 

ため池ハザードマップ － －
仙台市ため池ハザー

ドマップ 
内水

氾濫
内水ハザードマップ － －

仙台市内水浸水想定

区域図

土砂

災害

土砂災害特別警戒区域※  全域を居住誘導区域

から除外 宮城県の公表する指

定区域図 
土砂災害警戒区域

 一部を居住誘導区域

から除外 
赤色：居住誘導区域に含まないこととすべき区域（災害レッドゾーン） 
黄色：原則として、災害リスク等を総合的に勘案し、居住を誘導することが適当ではないと判断され

る場合は、居住誘導区域に含まないこととすべき区域（災害イエローゾーン） 
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防災上の課題の整理

災害ごとのリスク分析を踏まえて、本市における防災上の課題を整理します。 

※各種災害において対象とした災害の規模、災害リスク分析の詳細等については、 
「防災指針資料編（別冊）」としてまとめておりますので、参考としてください。 
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防災上の課題の整理

災害ごとのリスク分析を踏まえて、本市における防災上の課題を整理します。 

※各種災害において対象とした災害の規模、災害リスク分析の詳細等については、 
「防災指針資料編（別冊）」としてまとめておりますので、参考としてください。 
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 立地適正化計画における防災指針

防災指針の基本的な考え方

災害による被害を軽減するためには、各種災害リスクを把握し、市民・地域・行政がリスクを認識し

た上で、回避や低減を図る取組を総合的に実施することが重要です。 
災害リスクの回避は災害リスクの高い地域を居住誘導区域に含めない対策を中心に進めます。 
災害リスクの低減は、流域治水プロジェクト※等に位置付けられた事業の実施や避難先となる避難所

の確保、備蓄物資等の充実、民間建築物等の防災機能強化といったハード対策と、避難計画の強化、ハ

ザードマップの周知といったソフト対策を実施し、災害があった際の被害を最小限にとどめるための

対策を中心に進めます。 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

図 5-3 防災指針の基本的な考え方 
  

 

地域ごとの災害リスクを考慮した安全・安心な都市空間の形成 

仙台市立地適正化計画 基本方針⑤

地震 津波 外水

氾濫

内水

氾濫

土砂

災害

防災指針における災害リスク

各々の災害リスクにおける課題

災害リスクの回避
災害リスクの低減

【地震】市内全域における揺れやすさ、東部を中心とした液状化の危険、造成宅地における滑動崩落の危険 

【津波】居住誘導区域における浸水 

【外水氾濫・内水氾濫】避難行動が困難となる浸水 

【土砂災害】西部を中心に広がる土砂災害警戒区域※等 

適切な居住誘導区域の設定
施設整備をはじめとするハード対策

避難計画策定、周知啓発等のソフト対策
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 立地適正化計画における防災指針

防災指針の基本的な考え方
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ハザードごとの取組方針

防災上の課題の整理を踏まえて、災害リスクの回避・低減の項目ごとに取組方針を整理します。 
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 具体的な取組とスケジュール

ハザードごとの具体的な取組

ハード、ソフト両面から災害リスクの回避、低減に必要な具体的な取組を目標年次に至るまでの、短

期（おおむね 5 年程度）、中期（おおむね 10 年程度）、長期（おおむね 20 年程度）により設定します。

なお、具体的な取組については本市以外の主体による取組についても含めています。 
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１） 地震 

 
図 5-5 地震における具体的な取組の実施箇所 

出典：地理院タイル（淡色地図）を加工して作成

 
表 5-2 地震における具体的な取組の実施主体と実施時期の目標 

 
矢印の範囲が取組の実施期間を示しています。  
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表 5-2 地震における具体的な取組の実施主体と実施時期の目標 

 
矢印の範囲が取組の実施期間を示しています。  
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２） 津波 

 
図 5-6 津波における具体的な取組の実施箇所 

出典：地理院タイル（淡色地図）を加工して作成 
 

表 5-3 津波における具体的な取組の実施主体と実施時期の目標 

 
矢印の範囲が取組の実施期間を示しています。 
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３） 外水氾濫 

 
図 5-7 外水氾濫における具体的な取組の実施箇所 

出典：地理院タイル（淡色地図）を加工して作成 
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３） 外水氾濫 

 
図 5-7 外水氾濫における具体的な取組の実施箇所 

出典：地理院タイル（淡色地図）を加工して作成 
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表 5-4 外水氾濫における具体的な取組の実施主体と実施時期の目標 

 
矢印の範囲が取組の実施期間を示しています。 
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４） 内水氾濫 

 
図 5-8 内水氾濫における具体的な取組の実施箇所 

出典：地理院タイル（淡色地図）を加工して作成 
 

表 5-5 内水氾濫における具体的な取組の実施主体と実施時期の目標 

 
矢印の範囲が取組の実施期間を示しています。 
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４） 内水氾濫 

 
図 5-8 内水氾濫における具体的な取組の実施箇所 

出典：地理院タイル（淡色地図）を加工して作成 
 

表 5-5 内水氾濫における具体的な取組の実施主体と実施時期の目標 

 
矢印の範囲が取組の実施期間を示しています。 
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５） 土砂災害 

 
図 5-9 土砂災害における具体的な取組の実施箇所 

出典：地理院タイル（淡色地図）を加工して作成 
 

表 5-6 土砂災害における具体的な取組の実施主体と実施時期の目標 

 
矢印の範囲が取組の実施期間を示しています。 
 
  



5 章　防災指針

２
章

３
章

４
章

５
章

６
章

７
章

１
章

参
考
資
料

 

144 

防災指針の目標値

災害ハザードごとの具体的な取組を総括して、地域ごとの災害リスクを考慮した安全・安心な都市

空間の形成を実現するための防災指針おける目標値を設定することとします。 
防災指針の目標値は、次の６章「立地適正化計画の目標値」において記載します。 




